
【国会議員関係政治団体の届出（基本関係：資金管理団体など）】 

 

Ｑ１ 多くの資金管理団体のように、寄附金控除制度の適用を受け

る政治団体であって、代表者である国会議員を推薦し、又は支

持することを本来の目的とする既存の政治団体は、平成２０年

１０月１日以降、どのような手続きが必要ですか。 

 

Ａ１ 多くの資金管理団体のように、寄附金控除制度の適用を受け

る政治団体であって、代表者である国会議員を推薦し、又は支

持することを本来の目的とする政治団体は、１号団体と２号団

体の両方の定義に該当します。 

 

 ２ まず、代表者である国会議員は、平成２０年１０月１日以後、

その政治団体に対し、国会議員関係政治団体に該当する旨の通

知をする必要があります。 

 

 ３ この通知を受けた政治団体は、平成２０年１２月３１日まで

に、１号団体に係る届出事項と２号団体に係る届出事項をそれ

ぞれ記載した異動届（具体的な記載例については次ページのと

おり）にこの通知を添付して、主たる事務所の所在地の都道府

県選挙管理委員会に提出する必要があります。 

 

４ また、このような政治団体については、今までの被推薦書で

はなく、この通知をもって、租税特別措置法に基づく寄附金控

除制度の適用の対象となる政治団体であることを確認すること

になります。 

 

  

 





【国会議員関係政治団体の届出（基本関係：資金管理団体など）】 

 

Ｑ２ 多くの資金管理団体のように、寄附金控除制度の適用を受け

る政治団体であって、代表者である国会議員を推薦し、又は支

持することを本来の目的とするものであっても、国会議員から

の通知は必要ですか。 

 

Ａ１ 政治資金規正法は、２号団体のみに該当する政治団体である

か１号団体と２号団体の両方に該当する政治団体であるかに

より異なる手続きを予定していません。 

 

２ したがって、代表者である国会議員を推薦し、又は支持する

ことを本来の目的としている政治団体であっても、２号団体に

該当する政治団体であれば、推薦し、又は支持する国会議員か

ら国会議員関係政治団体に該当する旨の通知を受ける必要があ

ります。 

 

 ３ また、寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体であるこ

との確認についても、今までの被推薦書に代えてこの通知によ

り行われることとなります。 

 

 ４ なお、今までの被推薦書についても、今回の通知と同様の取

扱いとなっていたところであり、代表者である国会議員を推薦

し、又は支持することを本来の目的とする政治団体であっても、

推薦し、又は支持する国会議員から提出を受けることとされて

いたところです。 

 

 

 



【国会議員関係政治団体の寄附金控除】 

 

Ｑ３ 国会議員に係る公職の候補者が代表者である資金管理団体

が寄附金控除制度の適用を受けるためには、今までどおり、代

表者からの被推薦書が提出されていればよいですか。 

 

Ａ１ 国会議員に係る公職の候補者が代表者である資金管理団体の

うち、寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体であって、

代表者である当該公職の候補者を推薦し、又は支持することを

本来の目的とするものについては、１号団体に該当すると同時

に２号団体にも該当することから、今までの被推薦書に代えて、

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知が寄附金控除制度

の適用の対象となる政治団体か否かを確認するための文書と

なります。 

 

 ２ 一方、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこ

れに反対することを本来の目的とする政治団体で国会議員が

主宰するもの又は主要な構成員が国会議員であるものに該当

する資金管理団体については、今までどおり、国会議員氏名届

が寄附金控除制度の適用の対象となる政治団体か否かを確認

するための文書となります。 

 


